
２０１０年４月１日 

 

国際法学会 2010 年度（第 113 年次）春季大会ご案内 

 

  このたび、本年度の春季大会を次の通り開催いたします。 

  ご多用中と存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ぜひ 

 ご出席下さいますようご案内申し上げます。 

 

                   財団法人 国際法学会 

                    理事長 柳原 正治 

 

 

  開催日 ２０１０年５月８日（土） 

   会 場 大阪大学豊中キャンパス共通教育講義棟･大講義室  

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-31 

       電話 06-6850-5627（大会本部責任者 村上正直教授） 

      

 

  ・大学までの道順および講義棟配置は、同封の案内図をご覧下さい。 



大会プログラム 

 

受付開始 午前９時３０分 

 

研究報告 

◇ 午前の部（午前１０時～午後０時２０分） 

 

個別報告 

  座長  早稲田大学教授           古谷 修一 

 

１ （午前１０時～午前１０時４０分） 

国際司法裁判所による主文の構成：その特徴と近年の変化の背景 

成蹊大学教授            佐藤 義明 

 

２ （午前１０時４０分～午前１１時２０分） 

国家責任法における『事実上の機関』としての私人行為の国家への帰属 

      立命館大学教授           湯山 智之 

 

 コーヒー・ブレーク（２０分） 

 

質疑（午前１１時４０分～午後０時２０分） 

 

研究連絡委員会（午後０時３０分～午後２時） 共通教育講義棟 B棟３０６ 

雑誌編集委員会（同上）           共通教育講義棟 B棟３１６ 

国際交流委員会（同上）           共通教育講義棟 B棟３０７ 

 

研究報告 

◇ 午後の部（午後２時１０分～午後５時３０分） 

 

個別報告  

  座長  東京大学教授            石田 淳 

 

１ （午後２時１０分～午後２時５０分） 

『保護する責任』と主権国家レジームのゆらぎ/変容    

筑波大学教授            赤根谷 達雄 



 

２ （午後２時５０分～午後３時３０分） 

宇宙の探査・利用をめぐる『国家責任』の課題 

      慶應義塾大学教授          青木 節子 

 

 コーヒー・ブレーク（２０分） 

 

質疑（午後３時５０分～午後４時３０分） 

 

３ （午後４時３０分～午後５時１０分） 

  座長  成蹊大学教授            広部 和也 

 

国際司法裁判所における jura novit curia 原則－近年の裁判例を顧みて－ 

      近畿大学教授            杉原 高嶺 

 

質疑（午後５時１０分～午後５時３０分） 

 

評議員会および総会（午後５時３０分～午後６時） 

懇親会（午後６時３０分～午後８時３０分） 

会場 学生交流棟１階食堂「宙(SORA)」 

   住所 〒560-0043大阪府豊中市待兼山町1-10（大阪大学豊中キャンパス） 

   電話 06-6846-8127 

会費  5,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊ 出欠のご返事は、同封の返信用葉書に所用事項をご記入のうえ、４月２０日

（火）までに期限厳守で必着するよう、ご投函願います。 

＊ ご希望の方には、昼食は開催校でご用意いたしますので、お申し出ください

（1,000 円）。土曜日は、キャンパス内の食堂がいくつか営業しております。

レストランは、キャンパスから坂を下りて（徒歩約 15～20 分）、阪急石橋

駅付近まで行かないとございません。大阪モノレール柴原駅付近には、レス

トランはほとんどございません。 

＊ 昼食および懇親会の予約は取り消すことができませんので、ご承知おき願い

ます。 

＊ 研究大会開催中、託児施設の利用を希望される会員の方は、同封の案内をご

覧下さい。 

＊ 学会会費は、すべて郵便振替用紙で納入していただくことになっております

ので、大会当日の会場での納入はできません。ご了承下さい（一般会員 10,000

円、院生会員 7,000 円）。 

＊ 大会開催期間中は、開催校の休日にあたり、電話による連絡がきわめて困難

な状況にありますことをご理解下さい。 

＊ 新たに入会を希望される方は、４月３０日（金）までに所定の手続きを完了

して下さい（宛先：〒231-0023 横浜市中区山下町 194-502 学協会サポート

センター内 国際法学会係）。なお、５月１日（土）以降に到着した入会申

し込みは、今回の理事会においては取り扱いませんので、予めご承知おき願

います。 

＊ 院生会員の場合は、年度毎に上記学協会サポートセンターまで在学証明書を

お送りいただく必要があります。在学証明書を提出できない方は、一般会員

の学会会費をお支払い下さい。 

＊ 理事会は５月７日（金）午後６時３０分から大阪大学豊中キャンパス国際公

共政策研究科(OSIPP)棟６階会議室で開催されます（会費 5,000 円）。 

 

 


